
奈良工業高等専門学校運営会議規程 

 

平成１７年４月 １日制定 

平成３０年３月２７日改正 

（設置） 

第１条 奈良工業高等専門学校（以下「本校」という。）に運営会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 会議は，企画会議、委員会等から提案された事項を審議する。 

（組織） 

第３条 会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 一 校長 

 二 教務主事 

 三 学生主事 

 四 寮務主事 

 五 専攻科長 

六 校長補佐（総務担当） 

七 一般教科及び専門各学科主任 

 八 事務部長 

九 総務課長及び学生課長 

（会議の招集等） 

第４条 会議は，校長が招集し，その議長となる。 

（会議の開催） 

第５条 会議は，原則として毎月１回開催するものとし，必要ある時は臨時に開催するこ

とができる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 会議が必要と認めたときは，委員以外の者を出席させ，その意見を聴くことがで

きる。 

（専門委員会） 

第７条 会議は，特定の事項について調査検討するため，会議内に専門委員会を設置する

ことができる。 

２ 専門委員会に関して必要な事項は，別に定める。 

（作業部会） 

第８条 会議は，必要に応じ，作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会に関して必要な事項は，別に定める。 

 

（事務） 

第９条 会議に関する事務は，総務課で行う。 



 

   附 則 

 １ この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

 ２ 奈良工業高等専門学校運営委員会規程（昭和５７年４月１日制定）は，廃止する。 

   附 則 

  この規程は，平成１９年１２月２１日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

  この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規程は，平成２２年１１月１０日から施行し，平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

  この規程は，平成２７年６月１１日から施行する。 

附 則 

  この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


